
(法 第１０条第１項第５号) 

設立趣旨書 

１ 趣旨 

  ＦＣ中標津は、１９９１年にスポーツ少年団の草分けとして、サッカースポーツ少年団が設立さ 

れてから今日までサッカーを通じて青少年の健全育成及びサッカー競技の普及に励んでいます。ま 

た近隣市町のチームを含めた交流戦等を年間を通して開催しており、このことは、選手のみならず、

チーム関係者や保護者の交流の場となっています。 

 

  これらの取り組みは、地元中学校・高等学校のサッカーをはじめとした各種の部活動の礎となっ 

ています。さらに近年では、ＦＣ中標津を巣立った子供たちがユース、ミドル、トップチーム等で 

活躍するなど、その成果は、年齢や性別を超えた広がりをみせており、本町の中に、青少年の健全 

育成や生涯スポーツとしてのサッカーが根を張りつつあります。 

 

  今後、この流れを確実なものとし定着させるためには、グラウンド（体育館）の確保・整備など 

ハード的な環境づくりの推進とともに、選手や審判、指導者そしてその活動を支援するサポーター 

を含めた人づくりが重要であり、サッカーや他のスポーツ、さらには「まちづくり」に興味を持つ、

より多くの地域住民の参画を受け入れるしっかりとした枠組みが必要であると考えます。 

 

  私たちは、以上をふまえ、強固な組織基盤と明確な経理体系のもと、地域住民や地元自治体、競 

技団体と連携・協同しながら、サッカーという競技を媒体としたスポーツ環境の整備のための公益 

的で継続性のあるハード及びソフト事業を展開することで、サッカーのみならずスポーツ文化の発 

展と地域住民の心身の健全な発達及び青少年の健全育成に寄与することを目的として、ここに特定 

非営利活動法人中標津フットボールクラブレグルスを設立いたします。 

 

２ 申請に至るまでの経過 

平成 24 年 02 月 08 日 特定非営利活動法人 第１回設立発起人会の開催 

平成 24 年 05 月 10 日 特定非営利活動法人 第２回設立発起人会の開催 

平成 24 年 06 月 29 日 特定非営利活動法人 第３回設立発起人会の開催 

平成 24 年 07 月 12 日 特定非営利活動法人 設立総会の開催 

平成 24 年 07 月 25 日 根室振興局に申請 

平成 24 年 08 月 14 日 設立申請 

平成 24 年 11 月 15 日 認証 

平成 24 年 11 月 26 日 登記手続き完了 

平成 24 年 12 月 03 日 根室振興局納税課・中標津役場納税課手続き完了 


